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１【提出理由】

当社並びに当社の連結子会社である東芝アメリカ社、東芝アメリカ情報システム社及び東芝アメリカ電子部品社に対し

て提起されていた訴訟が解決したため、金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第

19条第２項第６号及び第14号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

 

２【報告内容】

(1) 当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名

名　称　東芝アメリカ社(以下「TAI」)

住　所　1251 Avenue of the Americas Suite 4110, New York, NY 10020, U.S.A

代表者　橋本紀晃, Chairman & CEO

 

名　称　東芝アメリカ情報システム社(以下「TAIS」)

住　所　5241 California Avenue, Suite 100, Irvine CA 92617,U.S.A

代表者　Mark Simons, President

 

名　称　東芝アメリカ電子部品社(以下「TAEC」)

住　所　5231 California Avenue, Irvine, CA 92617,U.S.A

代表者　尾間明彦, President & CEO

 

(2) 当該訴訟の提起があった年月日

2012年９月19日

 

(3) 当該訴訟を提起した者の名称、住所及び代表者の氏名

名　称 the State of Illinois(以下「原告」)

住 所 Office of the Attorney General of Illinois, James R. Thompson Center 100 W. Randolph Street,

Chicago IL 60601, U.S.A

代表者 Lisa Madigan, Attorney General of Illinois

 

(4) 当該訴訟の内容及び損害賠償請求金額

原告は、当社らが、過去にブラウン管に関して米国反トラスト法違反行為に関与し、その結果ブラウン管が組み込

まれた製品を購入した原告及びその州民等が損害を被ったと主張し、当社、TAI、TAIS及びTAECに対して、損害賠

償請求訴訟を提起していました。原告は訴状の中で、請求額を明らかにしていませんでした。

 

(5) 当該訴訟の解決があった年月日、解決の内容及び損害賠償支払金額

①解決があった年月日

　2018年１月４日

②解決の内容及び損害賠償支払金額

　当社は、原告に対して和解金として6,000千米ドルを支払い、原告は本件訴訟を取り下げることで和解しまし

た。

 

以　上
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